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第１章 基本的な考え方 

 

 １ 計画策定の趣旨 

平成 11 年 6 月に施行された男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第

78 号）では，男女共同参画社会について，「男女が，社会の対等な構成員として，

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もっ

て男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，

かつ，共に責任を担うべき社会」であると規定しています。この法律の規定に基づき，

国では，平成 28 年 3 月に第 4 次男女共同参画基本計画を策定しました。また，

宮城県においては，宮城県男女共同参画推進条例の規定に基づき，平成 29 年 

3 月に宮城県男女共同参画基本計画（第 3 次）を策定し，男女共同参画社会

の実現に向け施策を進めています。 

本市においては，平成 16 年 4 月に策定した「富谷町男女共同参画基本計画

（とみや男女共同参画推進プラン）」や，平成 17 年 4 月に施行された「富谷市男

女共同参画推進条例」に基づき，男女共同参画社会の実現の取組を総合的かつ

計画的に推進してきました。 

また，平成 29 年 2 月に策定した「富谷市総合計画」において，多様な立場や考

え方を尊重し市民をつなぐまちづくりを施策目標に掲げ，男女共同参画社会の形成に

よる活き活きとした社会の実現に向けて，積極的に取り組んできました。 

このことにより，男女共同参画の取組は少しずつ広まってきていますが，固定的な性

別役割分担意識，性差に関する偏見や社会制度・慣行等は根強いものがあり，依

然として男女共同参画の理念が市内全域に浸透しているとは言えない状況です。 

このため，市民だれもがその個性と能力を十分に発揮し，生きがいを持って生活でき

る社会を目指す男女共同参画の理念及び推進の必要性を市民に広く普及啓発し，

男女共同参画社会の形成をさらに促進するため，本計画を策定します。 

 

 ２ 計画の位置付け 

本計画は，男女共同参画社会基本法第 14条第 3項に基づく，本市における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画です。 

併せて，女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第

64 号）第 6 条第 2 項に基づく，本市における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画としても位置付けます。 

本計画は「富谷市総合計画」を踏まえた部門別計画であり，関連する計画と連携

を図りながら，本市の男女共同参画を積極的に進めるものとします。 
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 ３ 計画の期間 

計画の期間は，「富谷市総合計画」との整合性を図るため，2019 年度から 

2025 年度までの 7 年間とします。ただし，社会情勢の変動等に合わせ，必要に応じ

て見直しを行います。 

 

 ４ 計画の推進 

社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進していくために，市のすべての事

業について，男女共同参画の視点に配慮することを推進します。また，市民，市民グ

ループ，事業者及びＮＰＯ等各種団体の理解と協力を得るとともに，家庭，職場，

地域における市民及び事業者の自主的な活動及び男女共同参画社会の実現の取

組への積極的な参加を働きかけます。 

 

 ５ 計画の体系 

基  本  目  標 

 施  策  の  方  向 

１ 社会全体における男女共同参画の実現 

 （１） 意思決定過程への女性の参画促進 

（２） 防災計画の策定など，意思決定の場における女性の参画の推進 

（３） 男女共同参画に関する普及啓発事業の充実 

２ 家庭生活における男女共同参画の実現 

 （１） 男女が協力し，責任を担っていくための意識啓発 

【女性活躍推進計画】  

（２） 育児及び介護に関する社会的支援の充実 

【女性活躍推進計画】  

（３） 女性に対する暴力の根絶 

３ 幼児教育・学校教育における男女共同参画の実現 

 （１） 男女共同参画に関する理解の促進 

（２） キャリア形成を支援する情報提供及び意識啓発 

（３） ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進 

４ 職場における女性活躍の実現 

 （１） 職場における女性の参画の促進 【女性活躍推進計画】 

（２） ワーク・ライフ・バランスの推進 【女性活躍推進計画】 

５ 地域における男女共同参画の実現 

 （１） 地域活動における男女共同参画の促進 
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第２章 富谷市の現状 

 

本市の人口は昭和 38 年(1963)の町制施行以降，子育て世帯を中心に増加してきており，

平成 27年(2015)の国勢調査では，総人口に占める 15歳未満の年少人口の割合が東北で

最も高く，65歳以上の高齢者人口の割合が東北で最も低い、若いまちとなっています。 

子どもの多い本市では，子育て環境の整備や教育環境の充実に重点的に取り組んできてい

ます。また，町内会や市民団体等，様々な主体が地域の課題に積極的に取り組んでおり，多

様な人材の活躍と資源を活かした，市民協働のまちづくりを行っています。 

かねてより，女性が多方面で活躍する風土が根付いている本市においても，今後，持続的

に発展していくためには，市民一人ひとりの活躍につながる男女共同参画を推進していくことが必

要であり，若い世代の男女共同参画をいかに高めていくかが課題であるといえます。 

 

 

１ 人口・世帯の推移 

 

 平成 27 年国勢調査によると人口，世帯数は増加していますが，世帯人数は減少傾向にあります。

また，男性と女性の割合は，男性が 48.8％，女性が 51.2％となっています。 

                                              単位：人,世帯 

  S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 

人  口 18,053 24,611 30,224 35,909 41,593 47,042 51,591 

世 帯 数 4,680 6,584 8,657 10,891 13,206 15,399 17,494 

世帯人数 3.86 3.74 3.49 3.30 3.15 3.05 2.95 
 

〔資料出所：国勢調査〕 
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２ 人口構成の推移 

 

 近年，年少人口（0～14 歳）の構成比率は横ばいの状況ですが，高齢者人口（65 歳以上）の

構成比率は年々上昇し，生産年齢人口（15～64歳）の構成比率は低下の傾向にあります。 

                                                  単位：％ 

  S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 
宮城県

(Ｈ27) 

0～14歳 29.4 25.5 21.4 18.8 18.9 19.7 18.7 12.5 

15～64歳 64.9 67.8 70.8 71.9 69.6 66.5 63.5 61.7 

65歳以上 5.8 6.7 7.8 9.2 11.4 13.6 17.6 25.7 
 

〔資料出所：国勢調査〕 

 

３ 政策・方針決定過程への女性の参画状況 

 

（市議会における女性議員の状況） 

平成 28 年 4 月 1 日現在の市議会における女性議員の割合は 15.0％で，県内市町村議会平均

（11.2％）や宮城県議会における割合（10.3％）を上回っています。 

                                                   単位：人 

年 度 H16 H20 H24 H28 

県内市町

村議会 

（H30） 

宮城県 

議 会 

（H30） 

総 議 員 数 20 20 20 20 644 58 

女性議員数 4 3 3 3 72 6 

割合（％） 20.0 15.0 15.0 15.0 11.2 10.3 

※市議会分は選挙翌年の数値である。 

〔資料出所：宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告〕 
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（審議会等における女性委員登用率） 

平成 30 年 4 月 1 日現在の審議会等における女性委員の割合は 43.3％で，前年度より 0.3 ポイ

ント上昇し，県内市町村平均（27.0％）や宮城県（38.0％）を上回っています。 

 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

県 内 

市町村

(H30) 

宮城県 

(H30) 

委員総数 172 197 163 166 175 178 178 225 172 157 11,326 ― 

女性委員数 55 69 64 71 73 75 76 84 74 68 3,060 ― 

割合(％) 32.0 35.0 39.3 42.8 41.7 42.1 42.7 37.3 43.0 43.3 27.0 38.0 

 

 
〔資料出所：宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告〕 

 

（審議会等における女性委員登用率（機関）） 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

県 内 

市町村 

(H30) 

機関総数 19 21 19 19 20 20 20 20 18 18 973 

女性委員を 

含む機関数 
16 18 17 17 18 17 18 19 17 17 784 

割合(％) 84.2 85.7 89.5 89.5 90.0 85.0 90.0 95.0 94.4 94.4 80.6 

 

 
〔資料出所：宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告〕 
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【参考】審議会等名及び審議会等毎の委員総数・女性委員数    （平成 30年 4月 1日現在） 

 
 

 審議会等名 委員総数 女性委員数 割合（％） 

1 教育委員会 4 2 50.0 

2 選挙管理委員会 4 1 25.0 

3 監査委員 2 1 50.0 

4 固定資産評価審査委員会 3 1 33.3 

5 農業委員会 15 3 20.0 

6 都市計画審議会 10 4 40.0 

7 社会教育委員 13 5 38.5 

8 国民健康保険運営協議会 10 4 40.0 

9 文化財保護審議会 3 0 0.0 

10 民生委員推せん会 6 3 50.0 

11 食育推進会議 15 11 73.3 

12 スポーツ推進審議会 10 3 30.0 

13 就学支援委員会 19 10 52.6 

14 介護保険運営委員会 18 9 50.0 

15 情報公開審査会 5 2 40.0 

16 個人情報保護審査会 5 2 40.0 

17 障がい者施策推進協議会 10 5 50.0 

18 いじめ問題対策調査委員会 5 2 40.0 

計 157 68 43.3 

 

  

単位：人 
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（市の女性管理職の登用状況） 

平成 30 年 4 月 1 日現在の市の女性管理職の割合は 28.9％で，県内市町村平均（20.2％）

や宮城県（8.9％）を上回っています。 

 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

県 内 

市町村 

(H30) 

宮城県 

(H30) 

管理職数 16 24 26 28 29 36 37 39 43 45 3,297 630 

うち女性数 4 8 8 6 7 9 9 12 12 13 666 56 

割合(％) 25.0 33.3 30.8 21.4 24.1 25.0 24.3 30.8 27.9 28.9 20.2 8.9 

 

 
 

（市の女性職員の状況） 

平成 30 年 4 月 1 日現在の市の女性職員の割合は 46.4％で，県内市町村平均（45.1％）を

上回っています。 

                                                         単位：人 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

県 内 

市町村 

(H30) 

総職員数 262 262 264 264 268 289 290 311 332 334 29,975 

うち女性数 115 115 118 115 115 130 132 143 152 155 13,521 

割合(%) 43.9 43.9 44.7 43.6 42.9 45.0 45.5 46.0 45.8 46.4 45.1 

 

 
〔資料出所：宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告〕 
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（防災会議における女性委員の状況） 

平成 27 年 1 月開催の防災会議においては，女性委員の割合が 14.8％となっており，平成 30 年

4月現在の県内市町村平均（7.8％）を上回っていますが，宮城県（16.1％）を下回っています。 

                          単位：人 

防災会議 

開催年月 委員総数 女性委員 割合(%) 

県内市町村

平均（%）

(H30.4) 

宮城県(%) 

（H30.4） 

H27.1 27 4 14.8 7.8 16.1 

〔資料出所：防災安全課調べ、宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告〕 

 

４ 地域・学校における男女共同参画の状況 

 

（町内会長に占める女性の割合） 

 平成 30 年 4 月 1 日現在の町内会長に占める女性の割合は 8.7％で，前年度より 4.3 ポイント上

昇し，県内市町村平均（5.0％）を上回っています。 

                                                 単位：人 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

県 内 

市町村 

(H30) 

総 数 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 4,715 

うち女性数 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 236 

割合(%) 4.5 6.8 4.5 4.5 4.5 6.7 6.7 4.4 4.4 8.7 5.0 

 

 
〔資料出所：宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告〕 
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（小・中学校のＰＴＡ会長に占める女性の割合） 

平成 30 年 4 月 1 日現在のＰＴＡ会長に占める女性の割合は，小学校が 75.0％，中学校が

60.0％となっており，県内市町村平均（小学校 23.3％，中学校 20.8％）を大きく上回っています。 

 

 年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

県 内 

市町村 

(H30) 

小

学

校 

総 数 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 374 

うち女性数 4 5 6 5 5 4 5 5 6 6 87 

割合(%) 57.1 71.4 85.7 71.4 71.4 57.1 62.5 62.5 75.0 75.0 23.3 

中

学

校 

総 数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 202 

うち女性数 1 2 1 3 4 4 4 4 3 3 42 

割合(%) 20.0 40.0 20.0 60.0 80.0 80.0 80.0 80.0 60.0 60.0 20.8 

 

 
〔資料出所：宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告〕 
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５ 家庭生活における男女共同参画の状況 

 

（育児に関する社会的支援） 

 平成 30 年度において，一時保育を 2 箇所、延長保育を 14 箇所で実施しています。また，待機児

童数は平成 30年 4月 1日現在で 0人となっています。（宮城県内待機児童数：613人） 

 

○一時保育の実施箇所数 

 
 

○延長保育の実施箇所数 

 
 

○待機児童数（4月 1日現在） 

 
〔資料出所：行政実績報告〕 
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（ＤＶに関する相談状況） 

 ＤＶ担当窓口における平成 29 年度の相談件数は 20 件であり，前年度より増加しています。また，

人権・行政・生活相談所における平成 29年度の相談件数は 4件となっています。 

 

○ＤＶ担当窓口における相談件数                            単位：件 

年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

受付件数 19 19 12 21 9 16 8 20 

 

 
〔資料出所：子育て支援課調べ〕 

 

○人権・行政・生活相談所におけるＤＶの相談件数                 単位：件 

年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

総 数 156 148 141 140 60 115 101 90 

うちＤＶ相談 11 2 1 1 1 3 0 4 

割合(%) 7.1 1.4 0.7 0.7 1.7 2.6 0.0 4.4 

 

 
〔資料出所：行政実績報告〕 
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６ 職場における男女共同参画の状況 

 

（市における育児休業制度の利用状況） 

 平成 29年度の育児休業取得率は，男性が 0％，女性が 100％となっています。 

               単位：人 

  対 象 者 取 得 者 取得率（％） 

H28 

男 性 1 0 0 

女 性 3 3 100 

計 4 3 75 

H29 

男 性 3 0 0 

女 性 11 11 100 

計 14 11 78.6 

〔資料出所：総務課調べ〕    

（放課後児童クラブ設置数） 

 現在，8箇所すべての小学校に児童クラブが設置されています。 

※ 富谷小学校のみ富谷中央公民館内設置 

                                           

 
〔資料出所：子育て支援課調べ〕  

 

７ 富谷市総合計画策定に関する住民意向調査結果（平成 28年 6月実施） 

 

 設問：男女が差別なく参画できる社会となっている  

〔満足度〕（現在，どの程度満足していますか） 

 
〔重要度〕（今後，どの程度重要な施策だと思いますか） 
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第３章 男女共同参画の推進に関する施策 

 

基本目標１ 社会全体における男女共同参画の実現 

 

政策・方針決定過程への女性参画は，男女共同参画社会の実現の基礎となるもので

すが，全国的には未だ低水準にとどまっています。このことから，国においては，2020 年ま

でに市町村における地方自治法に基づく審議会等の女性委員比率を 30％以上，県にお

いては 30％にすることを目標としていますが，本市においては，かねてより 30％以上の高い

水準で推移し,平成 30 年 4 月現在では 43.3％と，ほぼ男女が対等に参画している状

況にあります。 

しかしながら，現在も家庭や地域，職場などに根強く残っている「女性は家事と育児，

男性は労働」というような固定的な性別役割分担意識が，男女共同参画社会の一層の

進展を妨げる一因となっています。 

このことから，固定的な性別役割分担意識の解消に努め，誰もが，自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画できる環境の整備とともに，全ての市民が，男女

共同参画を身近にとらえられるよう啓発活動を継続して実施していく必要があります。 

また，東日本大震災をはじめ，国内の大規模災害の経験や教訓を踏まえ，今後の防

災施策においても，引き続き男女共同参画の視点を取り入れる必要があります。 

 

〔男女共同参画の推進に関する施策の方向〕 

 （１）意思決定過程への女性の参画促進 

本市における政策・方針決定過程への女性の参画は，着実に進んでいます。引き

続き，各分野における女性の参画を推進します。 

また，市の職員については，平成 29 年 8 月に策定した「富谷市特定事業主行

動計画」に基づき，今後とも職員の意欲と能力の把握に努め，職務経験の付与や能

力を向上・発揮させる機会の確保について，男女の隔たりがないように配慮して，引き

続き女性職員の登用に努めていきます。 

 

施  策  の  項  目 

１ 審議会等委員の女性登用の推進 

２ 市役所での管理職等への女性登用の推進 
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 （２）防災計画の策定など，意思決定の場における女性の参画の推進 

防災分野への女性の参画促進の重要性を認識するとともに，国の第４次男女共

同参画基本計画を踏まえ，女性の意思及び意見を公正に反映させるため，市の防

災会議への女性の登用率向上を図ります。 

 

  施  策  の  項  目 

３ 防災会議への女性登用の促進 

 

 

（３）男女共同参画に関する普及啓発事業の充実 

あらゆる世代の人々が，子育て，介護，ハラスメント，性的指向・性自認など，そ

れぞれの身近で切実なテーマを切り口として，男女共同参画の重要性についての認識

を継続的に深めることができるよう，宮城県等関係機関と連携し，セミナーの開催や

市の広報紙，ホームページ，ＳＮＳなどによる普及啓発活動を実施します。 

 

施  策  の  項  目 

４ 男女共同参画に関する普及啓発活動の実施 
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基本目標２ 家庭生活における男女共同参画の実現 

 

男女共同参画の推進の基礎は家庭であり，家庭内での相互理解及びコミュニケーション

を深めるとともに，人権を互いに尊重するという意識づくりが大切です。互いに協力し合って

家事等を行うことのできる環境の整備及び育児や介護を支えるための多様で質の高い社会

的支援体制の整備が求められています。 

また，ＤＶ（配偶者等からの暴力）や性暴力・児童虐待などは，生命や心身を脅か

す犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり，男女平等・男女共同参画の視点に

立った社会づくりを大きく阻害するものです。暴力を容認しない社会環境の整備が必要です。 

 

〔男女共同参画の推進に関する施策の方向〕 

 （１）男女が協力し，責任を担っていくための意識啓発 

    男女を問わず，あらゆる世代の市民が男女共同参画をそれぞれの身近な問題として

認識し，家族がコミュニケーションを図り，協力し合いながら，家事等についてそれぞれ

の責任を担っていくことができるよう，意識の啓発を行います。 

 

施  策  の  項  目 

５ 互いに支え合う家庭生活に関する情報及び学習機会の提供  

 

 

（２）育児及び介護に関する社会的支援の充実 

育児負担や介護負担を抱えている方に必要な支援が行き届くよう，利用者のニー

ズを踏まえた保育及び介護サービス体制を整備・充実させ，併せて，育児，介護休

業等の両立支援制度の周知啓発を行い，市全体の機運醸成に努めます。 

また，結婚と育児は女性の離職の大きな要因となっています。特に子育て世代が多

い本市においては，待機児童の解消が求められています。本市では，民間事業所等

との連携協力により，平成 30 年 4 月に待機児童ゼロを実現しており，今後も引き続

き，待機児童ゼロの維持に努めます。 

 

施  策  の  項  目 

６ 育児及び介護支援体制の整備及び情報提供 
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 （３）女性に対する暴力の根絶 

ＤＶや性暴力・児童虐待などのあらゆる暴力を容認しないという社会的認識を醸成

し，また，警察など関係機関と連携して，これらの暴力の発生を防ぐための環境づくり

を推進します。 

 

施  策  の  項  目 

７ 暴力を根絶し，発生を防ぐための意識啓発 

８ 関係機関との連携・協力による相談体制の充実 
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基本目標３ 幼児教育・学校教育における男女共同参画の実現 

 

 子どもの発達・成長に大きく関わり，豊かな人間性や価値観の形成に寄与する学校等

の教育の場において，人権尊重を基盤とした男女共同参画の意義の理解を促進していく

必要があります。また，社会情勢や労働環境の変化に対応し，適切な進路又は職業を

選択することができるような情報提供や意識啓発を推進します。 

 

〔男女共同参画の推進に関する施策の方向〕 

 （１）男女共同参画に関する理解の促進 

    学校等における人権及び男女共同参画教育の充実を図ります。また，教職員，

保護者等が男女共同参画に関する理解を深められるよう意識の啓発等の取組を促

進します。 

 

  施  策  の  項  目 

９ 人権及び男女共同参画に関する理解の促進 

 

 

（２）キャリア形成を支援する情報提供及び意識啓発 

 児童・生徒が，性別にかかわらず，主体的に進路・職業を選択する能力を身に付

け，かつ，幅広い分野でそれぞれの能力及び個性を発揮できるよう，家庭・地域・企

業等との連携による系統的なキャリア形成支援に努めます。 

 

  施  策  の  項  目 

１０ キャリア教育の実施 

 

 

（３）ＥＳＤ(持続可能な開発のための教育)※の推進 

幼稚園，学校において，ユネスコの理念に基づく人類の尊厳，国際理解を深める

教育を実施し，持続可能な社会を創造する力を育成します。 

 

  施  策  の  項  目 

１１ ＥＳＤの推進 

 

※ＥＳＤ(Education for Sustainable Development) 

環境・貧困・人権・平和・開発といった様々な地球規模の課題を自らの問題として捉え,一人ひとりが自分にでき

ることを考え,身近なところから取り組むことにより,課題解決につながる価値観や行動を生み出すこと,そしてそれに

よって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動。持続可能な開発のための教育。 
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基本目標４ 職場における女性活躍の実現 

 

人口減少や少子高齢化，ライフスタイルの多様化などにより，女性の労働力がますます

求められています。女性の職業生活における活躍を進めるためには，職場全体でワーク・ライ

フ･バランス（仕事と生活の調和）を推進し，また，多様で柔軟な働き方のニーズに対応

できるような環境を整備することが必要です。 

本市では，平成 29 年 8 月に「特定事業主行動計画」を策定するとともに，平成 30

年 5 月に「イクボス※宣言」を行うなど，率先して仕事と家庭を両立できる職場の環境整備

に努めています。 

 

〔男女共同参画の推進に関する施策の方向〕 

 （１）職場における女性の参画の促進 

    男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保し，女性が能力を十分に発揮できる

職場環境が実現するよう，事業者に対して働きかけます。 

 

施  策  の  項  目 

１２ ポジティブ・アクション（女性の参画を促進する取組）の普及啓発  

１３ 企業等との連携による女性の雇用促進 

 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進 

男性が育児や介護など各分野へ参画できるよう働き方を改革し，ワーク・ライフ・バラ

ンスを推進させるための意識啓発を進めます。また，男女が共に働きやすい環境の整

備及び保育・介護サービスなど社会的支援体制の充実を促進します。 

 

施  策  の  項  目 

１４ 仕事と家庭の両立に関する意識啓発 

１５ 育児・介護休業制度の普及啓発及び制度を利用しやすい環境づくりの 

促進 

 

※イクボス 

職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を考え,その人のキャリアと人生を応

援しながら,組織の業績も結果を出しつつ,自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司（経営者・管理職）の

ことを指す。 
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基本目標５ 地域における男女共同参画の実現 

 

年代・性別，障がいの有無，性的指向・性自認，国籍等に関わらず，市民が安心し

て住み続けることができる地域づくりのため，誰もが，様々な地域の活動に積極的に参画

し，ともに責任を担っていけるような環境整備が求められています。 

 

〔男女共同参画の推進に関する施策の方向〕 

（１）地域活動における男女共同参画の促進 

地域活動の場への参画には,年代及び性別の偏りが見られます。町内会やＰＴＡ,

各種ボランティアなど様々な活動の場において男女共同参画が進み，これらの活動の

方針決定の場への女性の参画が拡大するよう情報提供を行い，関係団体等と連携

及び協働を図ります。 

 

施  策  の  項  目 

１６ 地域活動への参画促進のための環境整備 
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第４章 推進体制 

 
男女共同参画に関する施策は広範・多岐にわたることから，本計画を着実に推進し

ていくため，市の各課・各機関が一体となって取り組みます。また，宮城県と緊密な連

携を図り，男女共同参画の推進に関する取組を総合的に推進します。 

 

 １ 庁内推進体制の整備 

本計画を総合的かつ効果的に推進するため，男女共同参画担当部署である市民

協働課が主体となり，関係各課との調整・連携を図りながら，全庁的に施策に取り組

みます。また，職員の男女共同参画に関する意識の啓発に努めます。 

 

 ２ 住民参画の促進 

市民及び市民グループ，事業者等に対する情報提供を行い，広く男女共同参画の

推進を働きかけて事業を展開するとともに，男女共同参画に関する自主的な取組に対

する支援を行います。 

 

 ３ 関係団体や事業主との連携 

経済団体や福祉団体，ＮＰＯ等各種団体や事業者と連携し，相互に協力し合え

る体制づくりを進めます。 

 

 ４ 計画の進行管理 

計画の実効性を確保するため，男女共同参画担当部署である市民協働課が主体

となり，計画の進捗状況を把握し，定期的に計画の進行管理を行います。
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◇男女共同参画の指標及び男女共同参画の状況 

 

基本目標１ 社会全体における男女共同参画の実現 

（1）意思決定過程への女性の参画促進 

 施策の項目：１ 審議会等委員の女性登用の推進 

項  目 目 標 値 
現 況 値 

（H30.4.1 現在） 
備  考 

審議会等委員への女性

登用率 
４６％ ４３．３％ 

富谷市総合計画・前期

基本計画（目標年

度：平成３２年度） 

※平成 32 年度以降の目標値については、富谷市総合計画・後期計画において検討予定。 

 

施策の項目：2 市役所での管理職等への女性登用の推進 

※平成 34 年度以降の目標値については、富谷市特定事業主行動計画について見直しが行われる際に検討予定。 

 

 

基本目標 2 家庭生活における男女共同参画の実現 

（2）育児及び介護に関する社会的支援の充実 

 施策の項目：6 育児及び介護支援体制の整備及び情報提供 

項  目 目 標 値 
現 況 値 

（H30.4.1 現在） 
備  考 

保育園待機児童数 0人 0人 

富谷市総合計画・前期

基本計画（目標年

度：平成３1年度） 

※平成 31 年度以降の目標値については、富谷市総合計画・後期計画において検討予定。 

 

 

 

 

 

項  目 目 標 値 
現 況 値 

（H30.4.1 現在） 
備  考 

管理職の女性割合 ３５％以上 ２８．９％ 

富谷市特定事業主行

動計画（目標年度：

平成３４年度） 
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基本目標 3 幼児教育・学校教育における男女共同参画の実現 

（3）ESD（持続可能な開発のための教育）の推進 

 施策の項目：１１ ESD の推進 

項  目 目 標 値 
現 況 値 

（H30.4.1 現在） 
備  考 

市立幼稚園、小・中学校の

ユネスコスクール登録数 
2園、13校 1校 

富谷市総合計画・前期

基本計画（目標年

度：平成３2年度） 

※平成 32 年度以降の目標値については、富谷市総合計画・後期計画において検討予定。 

※H30.12.1 現在の現況値については、2 園、13 校となっている。 

 

 

基本目標４ 職場における女性活躍の実現 

（1）職場における女性の参画の促進 

 施策の項目：１３ 企業等との連携による女性の雇用促進 

項  目 目 標 値 
現 況 値 

（H30.3.31 現在） 
備  考 

企業誘致による新規雇用者  

８００人以上のうち女性雇

用率 

３０％以上 ６６．５％ 

富谷市地方創生総合

戦略（目標年度：平

成３１年度） 

※平成 31 年度以降の目標値については、富谷市地方創生総合戦略について見直しが行われる際に検討予定。 

 

 

基本目標５ 地域における男女共同参画の実現 

（1）地域活動における男女共同参画の促進 

 施策の項目：１６ 地域活動への参画促進のための環境整備 

項  目 
現 況 値 

（H30.4.1 現在） 
備  考 

町内会長に占める女性の割

合 
８．７％ 

宮城県における男女共同参画の

現状及び施策に関する年次報告 

小・中学校のＰＴＡ会長に

占める女性の割合 

小学校 ７５．０％ 
 

中学校 ６０．０％ 
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１ 計画策定の経過 

年  月  日 内     容 
 

平成３０年 

 

８月２４日 

 

諮問 

第１回審議会（計画策定について） 

８月～１０月 計画素案作成 

１０月１８日 第２回審議会（計画素案について） 

 

１０月２５日 第１回審議会実施状況公表（市ホームページ） 

１１月２０日 第２回審議会実施状況公表（市ホームページ） 

１１月２０日 

～１２月３日 
計画素案に係るパブリック・コメント実施 

 
１１月２７日 市議会へ中間報告（計画素案について） 

１２月１０日 パブリック・コメント実施結果公表（市ホームページ） 
 

平成３１年 １月１７日 

 

第３回審議会（計画案について） 

答申 

２月１４日 市議会へ報告（計画案について） 

３月 ○ 日 第３回審議会実施状況公表（市ホームページ） 

       ３月 ○ 日 計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 ――――――――――――――――――――――――――――― 
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２ 富谷市男女共同参画推進審議会 委員名簿 
 

任期：平成３０年８月１日～平成３２年７月３１日 

№ 
委員構成 

区   分 
氏   名 所 属 等 備 考 

1 学識経験者 槇 石 多希子 
仙台白百合女子大学 

人間学部 教授 
会 長 

2 
行政機関を 

代表する者 
髙 橋 健 藏 

富谷市教育委員会 

教育長職務代理者 

会長職務

代理者 

3 学識経験者 中 川 弘 美 富谷市人権擁護委員  

4 
市内の各種団体 

から推薦される者 
佐 々 利 春 

社会福祉法人 

富谷市社会福祉協議会 次長 
 

5 
市内の各種団体 

から推薦される者 
藤 澤 宏 美 

富谷市立日吉台小学校 

ＰＴＡ会長 
 

6 
市内を代表する企業

から推薦される者 
清 原  慶 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ㈱ｶｽﾀﾏｰｹｱ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ本部 

東日本ｶｽﾀﾏｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長 
 

7 
市内を代表する企業

から推薦される者 
小 原 智 美 

ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱東北ｶﾝﾊﾟﾆｰ宮城事業部 

ｲｵﾝ富谷店 CS 同友店販促課長 
 

8 
一般公募による 

富谷市民 
遠 藤 美奈子   

9 
一般公募による 

富谷市民 
関 谷  登   

10 
行政機関を 

代表する者 
髙 橋 千 春 

宮城県環境生活部共同参画社会推

進課男女共同参画推進専門監 
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３ 富谷市男女共同参画推進条例 

平成17年3月1日 

条例第7号 
 

 すべての人々が，その人権を尊重され，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮し，男女が対等

な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し，喜びと責任を分かち合うことが

できる社会の形成が望まれている。 
 

富谷市は，人口の流動，少子高齢化の進展及び家族形態の多様化が顕著なまちであり，地域社会の変

化等に対応していくためにも，男女共同参画社会の実現は重要な課題となっている。 
 

しかしながら，いまなお，人々の意識や社会慣行など，あらゆる活動の場において，性別による役割分担意

識が残っていることなど，男女共同参画社会の形成に向け，なお一層の努力が必要とされている。 
 

このような状況にかんがみ，市民一人ひとりが性別にかかわりなく，生涯を通じて心身ともに健やかに暮らせる

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 
 

ここに，男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，将来に向かって富谷市の

男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため，この条例を制定する。 
 

(目的) 

第1条 この条例は，男女共同参画の推進に関し，基本理念を定め，並びに市，市民及び民間の団体の責

務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより，男女共同

参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 
 

(用語の定義) 

第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 
 

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参加する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することが

でき，かつ，共に責任を担うべきことをいう。 
 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において，男

女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することをいう。 
 

(基本理念) 

第3条 男女共同参画の推進は，男女の個人としての尊厳が重んじられること，男女が性別による差別的取

扱いを受けないこと，男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

ことを旨として，行われなければならない。 
 

2 男女共同参画の推進に当たっては，性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行が，男女の

社会における活動の選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。 
 

file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23e000000029
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23e000000029
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23e000000029
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3 男女共同参画の推進は，男女が，社会の対等な構成員として，市の政策又は民間の団体における方針の

立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として，行われなければならない。 
 

4 男女共同参画の推進は，家庭を構成する男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養育，家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，かつ，当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として，行われなければならない。 
 

5 男女共同参画の推進は，国際社会の目指すべき理想の一つであることにかんがみ，広く世界に向けた視野

に立って積極的に行われなければならない。 
 

(市の責務) 

第4条 市は，前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり，

男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し，及び実施しなけ

ればならない。 
 

2 市は，男女共同参画の推進に当たり，市民，民間の団体，国及び他の地方公共団体等と連携及び協力

して取り組まなければならない。 
 

(市民の責務) 

第5条 市民は，基本理念にのっとり，家庭，職域，学校，地域その他の社会のあらゆる分野において，従

来の慣行にとらわれることなく，自ら積極的に参画するとともに，男女共同参画の推進に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 
 

(民間の団体の責務) 

第6条 民間の団体は，その活動を行うに当たっては，基本理念にのっとり，男女共同参画の推進に積極的

に取り組むとともに，男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
 

(男女共同参画推進のための基本計画) 

第7条 市長は，男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため，男女共同参画の推進に

関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。 
 

2 基本計画には，男女共同参画に関する基本的な目標及び目標を達成するための施策の大綱を定めるもの

とする。 
 

3 市長は，基本計画を策定し，又は変更しようとするときは，富谷市男女共同参画推進審議会の意見を聴

かなければならない。 
 

4 市長は，基本計画を策定し，又は変更したときは，これを公表しなければならない。 
 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第8条 市は，男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，及び実施するに当たって

は，男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 
 

file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23e000000036
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(相談及び苦情の申出への対応) 

第9条 市長は，性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成の促進を阻害する要因による

人権の侵害に関し，市民から相談があったときは，関係機関との連携の下に，適切な措置を講ずるものとする。 
 

2 市長は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策について，苦情の申出があったときは，適切な措置を講ずるものとする。 
 

(民間の団体に対する支援) 

第10条 市は，民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため，情報の

提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 
  

(男女共同参画推進審議会) 

第11条 男女共同参画を推進するため，富谷市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
 

2 審議会は，市長の諮問に応じ，基本計画その他男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査

審議する。 
 

3 審議会は，10名以内をもって組織し，委員は市長が委嘱する。 
 

4 委員の任期は，2年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間

とする。 
 

5 委員は，再任されることができる。 
 

6 審議会の運営に関し必要な事項は，規則で定める。 
 

(委任) 

第12条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
 

附 則 
 

(施行期日) 

1 この条例は，平成17年4月1日より施行する。 
 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に策定されているとみや男女共同参画推進プランは，この条例に規定する手続により

策定された基本計画とみなす。 
 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一

部を次のように改正する。 
 

〔次のよう〕略 

  

file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23l000000000
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file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23l000000000
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23l000000000
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料05】富谷市男女共同参画推進条例.htm%23l000000000
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/c226RG00000112.html


 

- 28 - 

 

４ 男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号  

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号  

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 
 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取

組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。  
 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく

上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に

発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。  
 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこ

とが重要である。  
 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。  
 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会

を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。  
 

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。  

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料02】男女共同参画社会基本法.htm%23anc_chapter0
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料02】男女共同参画社会基本法.htm%23anc_chapter1
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料02】男女共同参画社会基本法.htm%23anc_chapter2
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料02】男女共同参画社会基本法.htm%23anc_chapter3
file://///tomiyaoa-flsv/市民協働課/３．男女共同参画関係/３３　男女共同参画推進審議会/02%20会議資料/【資料02】男女共同参画社会基本法.htm%23anc_husoku
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（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重

されることを旨として、行われなければならない。  
 

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参

画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。  
 

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体におけ

る政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行

われなければならない。  
 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該

活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。  
 

（国際的協調）  

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  
 

（国の責務）  

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同

じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた

施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
 

（国民の責務）  

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  
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（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。  
 

（年次報告等）  

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。  

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。  
 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定め

なければならない。  

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項  

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。  

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表

しなければならない。  

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  
 

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を

定めなければならない。  

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項  

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参

画計画」という。）を定めるように努めなければならない。  
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4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  
 

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  
 

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切

な措置を講じなければならない。  
 

（苦情の処理等）  

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱

いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を

図るために必要な措置を講じなければならない。  
 

（調査研究）  

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ

の他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものと

する。  
 

（国際的協調のための措置）  

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との

情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な

措置を講ずるように努めるものとする。  
 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講

ずるように努めるものとする。  
 

第三章 男女共同参画会議  

（設置）  

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 
 

（所掌事務）  

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 
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二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大

臣に対し、意見を述べること。  
 

（組織）  

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  
 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

2 議長は、会務を総理する。  
 

（議員）  

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。  

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四

未満であってはならない。  

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  
 

（議員の任期）  

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  
 

（資料提出の要求等）  

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ

る。  

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対し

ても、必要な協力を依頼することができる。  
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（政令への委任）  

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。  
 

附 則 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  
 

（男女共同参画審議会設置法の廃止）  

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  
 

（経過措置）  

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一

条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同

一性をもって存続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の

委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたも

のとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、

同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任

期の残任期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の

会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第

二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職

務を代理する委員として指名されたものとみなす。  
 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 

公布の日  
 

（委員等の任期に関する経過措置）  

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそ

れぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。  
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一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会  
 

（別に定める経過措置）  

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法

律で定める。  
 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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５ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十五条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第十八条―第二十五条） 

第五章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十四条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要とな

っていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務

を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男

女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 
 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま

え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇

用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的

な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、

その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の

家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に

与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介



 

- 36 - 

 

護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動

を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とな

ることを旨として、行われなければならない。 

3 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意

思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 
 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に

関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 
 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関

する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他

の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 
 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体

的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければな

らない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 
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（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画

（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 
 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般

事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを

定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者

の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働
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時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生

活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情につい

て分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標に

ついては、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時

間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行

動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合

について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は

変更した場合について、それぞれ準用する。 
 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもので

ある旨の認定を行うことができる。 
 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」という。）

は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚

生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができ

る。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 
 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り

消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 
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二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 
 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合

において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法

律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適

用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の

法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小

事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、そ

の構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材

確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を

適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の

承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところ

により、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを

厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三

第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、

第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対す

る報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規

定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の

募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業

務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項

中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に

与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十二条第四項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する者」とする。 
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７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求め

ることができる。 
 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業

主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内

容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 
 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事

業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知

若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努

めるものとする。 
 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業

主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特

定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条にお

いて同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところによ

り、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結

果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員

に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に

占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるた

めの措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められ

た目標を達成するよう努めなければならない。 
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第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報

を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期

的に公表するよう努めなければならない。 
 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなけ

ればならない。 
 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支

援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営

み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提

供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるもの

として内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当

該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公

庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に

関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況

又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において

「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 
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２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実

施するように努めるものとする。 
 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を

深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 
 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の

職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 
 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業

を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第十八条第一項の規定

により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職

業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以

下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定による事務

の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えるこ

とができる。 

一 般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡

を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化

を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うもの

とする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけれ

ばならない。 
 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する

一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 
 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 
 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 
 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の

命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 
 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 
 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処す

る。 
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附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施

行する。 
 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につい

ては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定（同条

に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 
 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があ

ると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

別表第一第二十号の二十五の次に次の一号を加える。 

二十の二十六 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号） 
 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

附則第二条第二項の表に次のように加える。 

 

  

平成三十八年三月三十一日 女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本方針（女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成二十七年法律第六十四号）

第五条第一項に規定するものをいう。）の策定

及び推進に関すること。 
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理 由 

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現するため、女性の

職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を

明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 
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６ 用語の解説（50音順）（内閣府「男女共同参画関連用語」等から抜粋） 

行 用   語 解   説 

あ行 SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス） 

友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目

的とするコミュニティ型のサービスのこと。 

か行 キャリア教育 一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度

を育てることを通して、キャリア発達を促す教育のこと。 

固定的な性別役割分担

意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であ

るにも関わらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補

助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定

的に分ける考え方のこと。 

さ行 女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

法律（女性活躍推進

法） 

平成27年８月28日に国会で成立し、これにより、働く場面で活躍した

いという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる

社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ

行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業

主（国や地方公共団体、民間企業等※）に義務付けられた。※常時雇

用する労働者が 300人以下の民間企業等にあっては努力義務。 

性自認 性別に関する自己意識のこと。 

性的指向 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的

には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、

男女両方に向かう両性愛などがある。 

た行 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うべき社会のこと。 

男女共同参画社会基

本法 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成11

年6月23日法律第78号として、公布、施行された。 

DV（ドメスティック・バイ

オレンス） 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改

正する法律」（平成 16 年６月２日公布、平成 16 年 12 月 2 日施

行）では、配偶者からの暴力を「配偶者からの身体に対する暴力（身体

に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをい

う。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下「身体に 
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行 用   語 解   説 

  対する暴力等」という。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受

けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。」と定義している。 

なお、内閣府においては、対象範囲に恋人も含むより広い概念として、

「夫・パートナーからの暴力」という用語を使用する場合もある。ここで「夫」

という言葉を用いているのは、女性が被害者になることが圧倒的に多いか

らである。 

は行 ポジティブ･アクション

（積極的改善措置） 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善する

ため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画

する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施して

いくものである。 

例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、

女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されている。 

男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規

定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれてい

る。 

わ行 ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和） 

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果

たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ

た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。 

 

  



 

 

 

 


